
 

 

（案） 

雇児発  第    号 

平成  年 月  日 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

 

 

婦人相談所が行う一時保護の委託について 

 

 

婦人相談所が行う一時保護の委託については、下記の点に留意し、適切な運用を図られる

ようお願いする。 

なお、平成１４年３月２９日雇児福発第 0329002 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家

庭福祉課長通知「配偶者からの暴力被害者の一時保護の委託について」、平成１７年４月１

日雇児福発第 0401001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知「人身取引被

害者の一時保護の委託について」、平成１９年３月２９日雇児発第 0329002 号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「売春防止法に基づく要保護女子の一時保護について」、平成

１９年３月２９日雇児福発第 0329004 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通

知「売春防止法に基づく要保護女子の一時保護について」は、本通知の施行に伴い廃止する。 

また、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言である。 

 

 

記 

 

 

１．一時保護委託の対象者の範囲 

次の（１）及び（２）までに掲げる者について、人権、所在地の秘匿による安全の確

保、自立支援等の観点からより適切な保護が見込まれる場合に、一時保護の委託が可能

となること。 

 

（１）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（平成１３年法律第  

３１号）第３条第４項に基づき保護した配偶者からの暴力の被害者 

 



 

 

 

（２）「売春防止法」（昭和３１年法律第１１８号）に基づく要保護女子であって、次に

掲げる要件に該当すること。 

①「人身取引対策行動計画２００９」に基づき保護した人身取引被害者であること。 

②恋人からの暴力の被害者であること。 

③婦人相談所において定員を超えて保護を行わなければならない場合であること。 

 

 

２．一時保護委託での支援 

一時保護の委託にあたっては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律第３条第４項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」（平成１３年７月２３日

厚生労働省告示第 254 号）、「「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

の施行に対応した婦人保護事業の実施について」（平成１４年３月２９日雇児発  

第 0329003 号雇用均等・児童家庭局長通知）を参照するとともに、次の点に留意する

こと。  

 

（１）基本的な支援の内容は次のとおりとすること。 

  ① 入所者に対する食事の提供（調理のための設備を有する施設にあっては、食材の

提供でも差し支えない。）、入浴の提供及び被服の提供、行政機関への訪問等のため

の入所者の移送（人身取引被害者の場合にあっては出身国の大使（領事）館等との

連絡・調整、移送）を行うこと。 

② 一時保護委託対象者の人権、配偶者からの暴力や人身取引被害の特性、安全の確

保や秘密の保持、自立支援等に関する研修を行った職員により保護・支援を行うこ

と。 

  

（２）一時保護の委託契約においてさらに以下の事項を盛り込むこと。 

① 委託料の経理に当たっては、委託一時保護所に係る区分を設け、委託事業とそれ

以外の事業を明確に区分して処理すること。 

② 都道府県知事は委託事項の実施状況に関して報告と資料の提出を求めることが

できること。 

③ 委託事業の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその状

況を都道府県知事に報告すること。 

 ア 災害その他の事由により、委託業務の執行が困難になったとき 

イ 委託された者に事故があったとき 

ウ ア、イに掲げるもののほか、運営に支障をきたすような事態が発生したとき 

④ 委託業務に関連して知り得た個人に関する情報を第三者に漏らしてはならない

こと。 

 



 

 

 

（３）委託契約施設における一時保護については、次の点に留意して適切に対応するこ

と。 

 

被害者が婦人相談所における一時保護の要否判断を経ることなく、委託契約施設

に直接来所し一時保護を求めた場合にあっては、当該施設は、速やかに、被害者の

安全を確保し、婦人相談所に連絡するものとし、婦人相談所は、速やかに一時保護

の要否の判断、委託の適否の決定及び委託先施設の決定（当該施設にそのまま委託

することを含む。）を行い、被害者及び当該施設に伝えるものとすること。 

なお、このような婦人相談所における一時保護の要否判断を経ることなく、委託

契約施設に被害者が来所し、一時保護を求める場合の取扱いについては、その連絡

方法や委託料に係る取扱いについて、あらかじめ委託契約に盛り込んでおくことが

望ましいこと。 

      

（４）外国人婦女子緊急一時保護経費の一時保護委託施設における活用については、次

の点に留意すること。 

 

外国人婦女子緊急一時保護経費については、婦人相談所の一時保護所のみならず、

一時保護委託を行う施設においても活用することが可能であることから、その必要

が生じた場合には婦人相談所は適切に対応すること。 

 

 

３．経費 

この一時保護委託に要する経費については、平成１５年１月２９日厚生労働省発雇児

第 0129001 号厚生労働事務次官通知の別紙「婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交

付要綱」によるものとする。 


